
平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

Ⅰ．平成26年～令和元年の対応方針において、令和元年（度）以前に「結論を
得る」等とされたもの
※前回会議（令和２年２月1９日）までに結論を報告したものを除く。

○平成26年対応方針

No
.

事項 関係府省 26年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

1

地域産業資源活用事
業計画の認定権限等
の都道府県への移譲
（中小企業による地
域産業資源を活用し
た事業活動の促進に
関する法律）

経済産業省

地域産業資源活用事業計画の認定（６
条１項）に係る事務・権限については、
都道府県等の意見を踏まえつつ、実施主
体や国の関与等の在り方を含めた的確な
執行の在り方について検討し、2018 年
度中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

中小企業向け計画認定制度について、類
似計画の簡素化、事業者の利便性向上・負
担軽減のために整理・統廃合が進められ、
検討対象である地域産業資源活用事業計画
（主務大臣認定）は廃止（※）。

なお、同様に地域産業資源等を活用した
事業を支援する地域経済牽引計画について
は、都道府県知事承認となっている。

※「中小企業の事業承継の促進のための中
小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律等の一部を改正する法律（中小企業
成長促進法）」（令和２年６月19日公布、
公布後６月以内施行）

① 産業振興

資料12

（１）都道府県から市町村への事務・権限の移譲等



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

Ⅱ．平成26年～令和元年の対応方針において、令和元年（度）中に「結論を
得る」等とされたもの
※前回会議（令和２年２月1９日）までに結論を報告したものを除く。

○平成27年対応方針

No. 事項 関係府省 27年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

2

通級による指導の対
象となる障害の種類
の見直し
（学校教育法）

文部科学省

通級による指導の対象となる障害の種
類（施行規則140条）については、知的
障害による学習上又は生活上の困難を改
善・克服するために効果的な指導内容等
の実践研究を地方公共団体の参加を得て
実施した上で、研究成果の検証を踏まえ
て知的障害を加えることについて検討し、
平成31年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

当該提案に係るモデル事業を愛媛県及び
宮城教育大学において実施し、検討を進め
てきたが、同時に、新しい時代の特別支援
教育の在り方に関する有識者会議が設置さ
れ、モデル事業の報告内容も踏まえつつ、
知的通級の在り方を含めた特別支援教育に
おける学びの場全体の議論を行うことと
なった。こうした状況から、令和元年度中
に結論を得ることが難しくなったところで
あるが、同会議での議論を踏まえ、令和２
年度中に方向性を示していく予定。

（1）義務付け・枠付けの見直し等

① 教育・文化



① 環境・衛生

No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

3

動物取扱責任者研修
の見直し（研修回数
等の義務付けの廃止
等）
（動物の愛護及び管
理に関する法律）

環境省

動物取扱責任者研修（施行規則10
条）については、より効果的かつ効
率的な実施のため、地方公共団体の
意向調査を行った上で、平成29年度
中に全国的に周知すべき内容に係る
研修資料を作成する。

あわせて、動物取扱業者への監視
指導の実態把握を行った上で、法令
上義務付けている要件を含めた研修
内容の在り方について検討し、原則
として平成31年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

［措置済み］

研修内容の在り方については、平成30年
12月の中央環境審議会動物愛護部会の「動
物愛護管理をめぐる主な課題への対応につ
いて（論点整理）Ⅲ４．動物取扱責任者」
の対応の方向性、改正動物愛護管理法(令和
元年６月19日公布）の内容を踏まえ、地域
の実情に合わせて都道府県知事等の裁量を
確保するため省令の規定の見直しを行い、
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規
則の一部を改正する省令」（令和２年２月
28日公布）において研修回数・時間に係る
義務付けを廃止した。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

（１）義務付け・枠付けの見直し等

○平成28年対応方針



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

（１）義務付け・枠付けの見直し等

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

4

「難病の患者に対す
る医療等に関する法
律」に基づく指定難
病の医療費助成に係
る臨床調査個人票
（臨個票）の簡素化
（難病の患者に対す
る医療等に関する法
律）

厚生労働省

指定難病の特定医療費支給認定申
請（６条１項）に係る臨床調査個人
票の記載事項（施行規則14条）につ
いては、附則２条に基づき、施行後
５年以内を目途として行われる検討
の中で、指定難病の調査研究の推進
に支障がない限りにおいて、指定難
病の患者や地方公共団体等の負担を
軽減する方向で検討し、結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

指定難病の特定医療費支給認定申請に係る
臨床調査個人票の記載事項について、指定難
病の患者や地方公共団体等の負担を軽減する
ため、難病法等の施行後５年後見直しに係る
厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会
及び社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾
病児への支援の在り方に関する専門委員会
（合同委員会）において、検討している。当
該検討の結果も踏まえ、地方公共団体及び保
険者と協議を行いながら、必要な対応を行う
予定。
なお、合同委員会については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を踏まえて開催を延期
している。

○平成30年対応方針



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

5

放課後等デイサービ
ス利用対象児童の拡
大
（児童福祉法）

厚生労働省

放課後等デイサービスの利用対
象児童については、利用実態等に
係る調査を行い、現行の利用対象
児童の範囲の考え方等も踏まえつ
つ、2019年度中に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

利用実態等に係る調査結果を社会保障審議会
障害者部会（令和２年３月４日開催）に報告し
たところ、対象児童の拡大が放課後等デイサー
ビス全体の報酬のあり方に影響を与えるおそれ
があることから、現時点では対象児童の拡大に
伴う財政影響等を考慮せず、報酬改定の議論の
枠外で対象拡大の要否について結論を出すこと
は困難と暫定的に結論付けられたところ。
そのため、令和３年度障害福祉サービス等報

酬改定において、放課後等デイサービスの報酬
のあり方全体の中で検討することとしている。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

6

介護保険法第24条の
２第２項に係る調査
業務を地方自治体が
指定市町村事務受託
法人に委託する際の
職員の資格要件緩和
（介護保険法）

厚生労働省

要介護認定に係る調査（27条２項）
については、指定市町村事務受託法人
が当該調査を行う場合に、介護支援専
門員以外の者にも当該調査を行わせる
ことについて、その影響等を考慮しつ
つ検討し、2019年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

「介護保険制度の見直しに関する意見」
（令和元年12月27日社会保障審議会介護保
険部会）において、「認定調査を指定市町
村事務受託法人に委託して実施する場合に
おいて、ケアマネジャー以外の保健、医療、
福祉に関しての専門的な知識を有している
者も実施できることとすることが適当であ
る」とされた。
これを踏まえ、指定市町村事務受託法人

による要介護認定等の認定調査を行う者に
ついて、保健、医療又は福祉に関する専門
的知識を有する者を追加すること等を内容
とする「老人福祉法施行規則等の一部を改
正する省令」（令和２年厚生労働省令第64
号）を令和２年３月31日に公布した。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

7

社会福祉法人が経営す
る社会福祉施設への施
設監査（一般監査）周
期の見直し
（児童福祉法、障害者
の日常生活及び社会生
活を総合的に支援する
ための法律、生活保護
法、老人福祉法、就学
前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法
律）

内閣府
文部科学省
厚生労働省

次頁のとおり 次頁のとおり

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



① 医療・福祉

30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

・児童福祉施設に対する施設監査（施行令38条に基づく実地
検査であって、保育所に対して行うものに限る。）につい
ては、地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、利用者
に対する処遇の質の確保に留意しつつ、監査事務を効率化
する方向で検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

・障害者支援施設等に対する施設監査については、地方公共
団体の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の
質の確保に留意しつつ、監査事務を効率化する方向で検討
し、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

・保護施設に対する施設監査については、地方公共団体の事
務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の質の確保
に留意しつつ、監査事務を効率化する方向で検討し、2019
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

・老人福祉施設に対する施設監査については、地方公共団体
の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の質の
確保に留意しつつ、監査事務を効率化する方向で検討し、
2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

・幼保連携型認定こども園に対する施設監査については、地
方公共団体の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する
処遇の質の確保に留意しつつ、監査事務を効率化する方向
で検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

・児童福祉施設に対する施設監査については、利用者に対する処遇の質の確
保に留意しつつ、地方公共団体の事務負担の軽減に資するよう、都道府県
等における効率化の取組に関する調査研究事業を実施し、令和元年度内に
取組事例等を集約した報告書を取りまとめた。その結果に基づいて、速や
かに自治体に周知する予定。

・障害者支援施設等に対する施設監査については、利用者に対する処遇の質
の確保に留意しつつ、地方公共団体及び施設の事務負担の軽減に資するよ
う、令和２年度中に関係通知の改正を予定。なお、見直しの主なポイント
（監査実施頻度の見直し、確認項目の削減）は、主管課長会議（令和２年
３月９日）にて周知済み。

・保護施設に対する施設監査については、利用者に対する処遇の質の確保に
留意しつつ、地方公共団体又は監査を受ける社会福祉法人の事務負担の軽
減に資するよう、施設監査の実施頻度等の見直しを措置することとし、そ
の結果に基づく通知を６月末日までを目途に発出することとしている。

・老人福祉施設に対する施設監査については、社会保障審議会介護保険部会
の下に設置された「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」
の中間取りまとめ（令和元年12月４日）において、介護保険法に基づく実
地指導の頻度について、１～２年以内の取組として「適切な事業運営を担
保することを前提に、実地指導の実施頻度について、さらなる効率化が図
られるよう検討を行う」とされたことから、施設監査の周期も含め、介護
保険施設との整合的な見直しを図るため、同委員会での結論を踏まえ必要
な見直しを進め、令和２年度中に結論を得る。

・幼保連携型認定こども園に対する施設監査については、利用者に対する処
遇の質の確保に留意しつつ、地方公共団体の事務負担の軽減に資するよう、
厚生労働省の取組を参考にした施設監査の効率化について、速やかに自治
体に周知する予定。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

8

児童福祉施設の実地
検査に係る効果的・
効率的な運用の見直
し
（児童福祉法）

厚生労働省

児童福祉施設に対する施設監査（施
行令38条に基づく実地検査であって、
保育所に対して行うものに限る。）に
ついては、地方公共団体の事務負担の
軽減を図るため、利用者に対する処遇
の質の確保に留意しつつ、監査事務を
効率化する方向で検討し、2019年度中
に結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

令和元年５月30日付け事務連絡「児童福
祉法に基づく保育所等の指導監査の効率
的・効果的な実施について」（厚生労働省
子ども家庭局保育課）において、指導監査
に当たっての留意事項を示したところ。
また、都道府県等における効率化の取組

に関する調査研究事業を実施し、令和元年
度内に取組事例等を集約した報告書を取り
まとめた。その結果に基づいて、都道府県
等における効率化の取組の優良事例を地方
公共団体に周知する予定。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

9

指定難病及び小児慢
性特定疾病医療費助
成制度の事務処理に
おけるマイナンバー
による情報連携項目
の追加
（行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律、難
病の患者に対する医
療等に関する法律）

内閣府
総務省
財務省
文部科学省
厚生労働省

指定難病及び小児慢性特定疾病の
医療費助成制度に係る所得区分の確
認事務については、地方公共団体及
び保険者との協議の上、難病の患者
に対する医療等に関する法律附則２
条に基づき、施行後５年以内を目途
として行われる検討の中で、当該事
務の在り方について検討し、結論を
得る。その結論を踏まえ、当該制度
における地方公共団体等の事務負担
の軽減が図られるための必要な措置
を講ずる。

地方公共団体等の事務負担の軽減について
は、難病法等の施行後５年後見直しに係る厚
生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会及
び社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾病
児への支援の在り方に関する専門委員会（合
同委員会）において、検討している。当該検
討の結果も踏まえ、地方公共団体及び保険者
と協議を行いながら、必要な対応を行う予定。
なお、合同委員会については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を踏まえて開催を延期
している。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



② 環境・衛生

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

10

災害廃棄物を産
業廃棄物処理施
設で処理する際
の規制緩和
（廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律）

環境省 次頁のとおり 次頁のとおり

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



② 環境・衛生

30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例（９条の３
の３）については、全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議
や災害廃棄物の処理に係る地域ブロック協議会等を活用し、既
に制定されている条例の事例等も示しつつ、地方公共団体にお
いて条例が制定されるよう、積極的に周知・助言等を行う。

また、当該特例措置の利用を含めた災害廃棄物の処理が円滑
に進むよう、国において、処理施設の所在地等を把握するため
の調査を2018年度中に行い、

同調査結果を整理した上で、特例規定に基づく条例の策定状
況、災害廃棄物の受入可能な廃棄物処理施設及び災害廃棄物の
処理に関する支障や課題について、地方公共団体に対して2019
年度中に調査を行う。その後、取りまとめた情報を地方公共団
体に提供するなど、必要な支援を適切に行う。

あわせて、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理の推進の観点か
ら、当該調査結果に基づき、有識者や関係団体等から意見聴取
を行った上で、特例規定に基づく条例制定の負担軽減も含め、
必要な対応を検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

[措置済み］
（参考）非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例（９条

の３の３）に関する条例制定事例集を策定し、地方公共団
体において条例が制定されるよう、周知を行った。また、
令和２年度以降は、全国廃棄物・リサイクル行政主管課長
会議や災害廃棄物の処理に係る地域ブロック協議会等や説
明会等において、積極的に周知・助言等を行っていく。

［措置済み］

［措置済み］
（参考）昨年８月から10月にかけて地方公共団体に対して、特例

規定に基づく条例の策定状況、災害廃棄物の受入可能な廃
棄物処理施設及び災害廃棄物の処理に関する支障や課題に
係るアンケート調査を実施し、その結果を地方公共団体に
提供した。

昨年10月から有識者や関係団体等を含む検討会を開催し、当該
調査結果について報告し条例制定事例集の周知等の対応方針につ
いて結論を得、非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例
（９条の３の３）に関する条例制定事例集を策定し、地方公共団
体において条例が制定されるよう、周知を行った。加えて、一般
廃棄物処理施設の設置についての特例の対象を見直すため、令和
２年度中をめどに廃棄物処理法施行規則第12条の７の16の改正を
行う。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



③ 消防・防災・安全

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

11

消防団員等の消
防車両運転に係
る特例制度の創
設
（消防団員の準
中型自動車免許
取得に対する助
成事業）

総務省

消防団員が消防車両を運転するために
必要な準中型自動車免許（以下この事項
において「準中型免許」という。）の取
得等については、以下のとおりとする。
・消防団員の準中型免許取得費用に対す
る、地方公共団体の公費助成制度の創
設を促すため、先行事例等を地方公共
団体に2018年度中に周知する。

・普通自動車免許を有していなくても準
中型免許を取得することが可能である
こと及び準中型免許取得において地方
公共団体により創設される公費助成制
度の活用が可能であることを、自動車
教習所等を通じ、新たに免許を受けよ
うとする者に2019年度中に周知する。

・上記のほか、消防団員の円滑な準中型
免許取得のための方策について検討し、
2019年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

・［措置済み］

・［措置済み］

・上記のほか、被雇用者の割合が高い消防団員
において、免許取得に伴い生じ得る時間的、
距離的負担について、地域のニーズに応じて
軽減を図り、円滑な免許取得につなげるため
の方策を、関係府省と連携しつつ検討中。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



④ その他

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

12

住民基本台帳事務の住
民票の写し等の交付に
係る請求者の規定の明
確化
（所得税法、行政手続
における特定の個人を
識別するための番号の
利用等に関する法律）

内閣府
金融庁
財務省

（ⅰ）生命保険会社による保険契約者
の個人番号を記載した支払調書
の提出（所得税法225条）につ
いては、生命保険会社が保険契
約者の個人番号を生前に収集す
る方策について検討し、2019年
度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

（ⅱ）申請に基づく行政手続における
死亡者の個人番号の必要性やそ
の取扱いについては、関係府省
と協議・検討し、2019年度中に
結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

（ⅰ）［措置済み］

（ⅱ）申請に基づく行政手続における
死亡者の個人番号の必要性やそ
の取扱いについては、必要な措
置の検討に向けて、関係府省に
対して調査を実施。当該調査結
果をもとに、令和２年３月、個
人番号の提供は生存中に行う必
要があるため、関係府省におい
て必要な対応を依頼する旨の事
務連絡を発出するとともに、当
該事務連絡の内容については、
地方公共団体にも周知した。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

（１）義務付け・枠付けの見直し等

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

13

認定こども園施
設整備交付金等
のスケジュール
の早期化
（認定こども園
施設整備交付金
及び保育所等整
備交付金）

内閣府
文部科学省
厚生労働省

認定こども園施設整備交付金及び保育
所等整備交付金の交付手続等について
は、事業の一層の早期着手を推進する
観点から、地方公共団体の意見を踏ま
えつつ検討し、令和元年度中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

両交付金を所管する文部科学省と厚生労働省は、
地方公共団体の意見を踏まえつつ、事業の一層の早
期着手を図るため現行の内示スケジュールについて
検討した結果、引き続き遅滞なく交付するよう努め
ることとした。

引き続き、複数回の内示を行うとともに、令和２
年１月に内示スケジュールの事務連絡を発出し、各
市区町村の整備計画に対応できることとした。令和
２年度のスケジュールについては、両交付金とも令
和２年１月中に事務連絡を発出し、１回目の内示は
４月上旬を予定していたが、４月１日付けで内示済。

○令和元年対応方針



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

14

認定こども園施
設整備交付金等
の申請に係る手
続きの簡素化
（児童福祉法及
び認定こども園
施設整備交付
金）

内閣府
文部科学省
厚生労働省

保育所等整備交付金及び認定こども園
施設整備交付金については、申請に関
する様式の共通化を図るなど、幼保連
携型認定こども園等を整備する際の地
方公共団体の事務負担を軽減する方向
で検討し、令和元年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交
付金の交付申請に係る様式の記載事項について簡素
化及び共通化を図ることとし、令和２年４月８日付
けで認定こども園施設整備交付金交付要綱を改正し、
一部の申請様式について保育所等整備交付金のもの
と統一した。



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

15

居宅介護支援事
業所の管理者の
要件に係る経過
措置期間の延長
（介護保険法）

厚生労働省

指定居宅介護支援事業所における管理
者要件に係る経過措置の期間について
は、令和９年３月31日まで延長するこ
と等を社会保障審議会介護給付費分科
会で検討し、令和元年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。

「居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審
議報告（令和元年12月17日社会保障審議会介護給付
費分科会）」において、「経過措置期限を一部延長
し、令和３年３月31日時点で主任ケアマネジャーで
ない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者で
ある限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件
の適用を令和９年３月31日まで猶予することが適
当」等とされ、令和２年１月に諮問答申が行われた。
これを踏まえ、令和３年３月31日時点で主任ケア

マネジャーでない者が管理者である居宅介護支援事
業所については、当該者が管理者である限り、事業
所の管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用
を令和９年３月31日まで猶予すること及びやむを得
ない理由がある場合には、居宅介護支援事業所の管
理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いを可能と
することを内容とする改正省令案について、パブ
リックコメントの募集を実施（令和２年３月２日か
ら３月31日）。「指定居宅介護支援等の事業の人員
及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改
正する省令の一部を改正する省令」（令和２年厚生
労働省令第113号）を令和２年６月５日に公布した。



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

16

児童扶養手当に
係る２分の１の
支給を停止する
減額措置の見直
し
（児童扶養手当
法）

厚生労働省

児童扶養手当の一部支給停止の適用除
外（13条の３）に係る届出については、
受給資格者の提出書類の簡素化を図る
など、受給資格者や届出を受理する地
方公共団体の事務負担を軽減する方向
で検討し、令和元年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

検討の結果、児童扶養手当の一部支給停止の適用
除外（13条の３）に係る届出について、

①地方公共団体内の実施部署に直接確認できる際に
省略が可能となる書類に身体障害者手帳等を追加
する

②公共職業安定所から発行された「紹介状（本人控
え）」による確認を可能とし、別途の求職活動等
申告書の提出は不要である

➂マイナンバー情報連携について、厚生年金の加入
状況や障害年金受給者の障害状態（固定の有無）
を確認できるようにする

こと等をまとめた「「児童扶養手当法第13条の３の
規定に基づく一部支給停止適用除外に係る事務につ
いて」の一部改正について」（令和２年３月24日子
家発0324第１号）を各都道府県に対して発出した。



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

17

休日における共
同保育の実施可
能化
（子ども・子育
て支援法）

内閣府
厚生労働省

施設型給付費等に係る休日保育加算
（特定教育・保育、特別利用保育、特
別利用教育、特定地域型保育、特別利
用地域型保育、特定利用地域型保育及
び特例保育に要する費用の額の算定に
関する基準等（平27内閣府告示49）１
条46号）については、子ども・子育て
会議の意見を聴いた上で、休日に複数
の施設が持ち回りにより共同保育を実
施する場合も対象とすることについて
検討し、令和元年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

子ども・子育て会議において、子ども・子育て支
援新制度施行後５年の見直しに係る検討を実施。
（令和元年12月10日に対応方針を取りまとめ）

検討の結果、「複数の施設が休日保育において共
同保育を行い、施設ごとに輪番制で各施設の利用児
童を受け入れる場合についても、休日保育加算の対
象となるよう、加算要件を見直すべき」とされた。
これを受けて、令和２年度から、輪番制で休日保

育を実施した場合にも加算の対象となるよう、令和
２年４月１日付けで「特定教育・保育、特別利用保
育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域
型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する
費用の額の算定に関する基準等（平27内閣府告示
49）１条46号）」を改正し、複数の施設等との共同
により年間を通じて休日保育を実施する施設等が休
日保育加算の対象となるよう、休日保育加算の定義
を見直した。



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

18

医師臨床研修費
等補助金の申請
等に係る都道府
県経由の廃止
（臨床研修費等
補助金）

厚生労働省

臨床研修費等補助金の申請等に係る事
務については、都道府県の事務負担の
軽減を図るため、質疑応答集の作成・
充実など必要な方策を検討し、令和元
年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

都道府県が行っている補助事業者からの照会対応
について、厚生労働省への確認等、事務負担が大き
いものである状況に鑑み、都道府県の事務負担軽減
を図るため、質疑応答集を作成することとしたとこ
ろ。
臨床研修費等補助金の募集開始（令和２年８月頃

を予定）までに質疑応答集を作成・公表する。



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

② 教育・文化

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

19

文部科学大臣が指定す
る看護師学校等の指定
申請書及び変更承認申
請書等の都道府県経由
事務の廃止
（あん摩マツサージ指
圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律、保
健師助産師看護師法、
歯科衛生士法、診療放
射線技師法、歯科技工
士法、臨床検査技師等
に関する法律、理学療
法士及び作業療法士法、
柔道整復師法及び視能
訓練士法）

文部科学省
厚生労働省

文部科学大臣が指定又は認定する医療
関係技術者養成学校の申請・届出におけ
る都道府県経由事務の廃止については、
都道府県及び医療関係技術者養成学校の
意見を踏まえ検討し、令和元年度中に結
論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

内閣府における各都道府県への調査、
及び厚生労働省の協力の下で文部科学省
において各都道府県に調査を行ったとこ
ろ、多くの都道府県において都道府県事
務の廃止について前向きな回答があった
ため、廃止に向けて手続きを進めていく
こととなった。
（ただし、新型コロナウイルス感染症の
影響により今後のスケジュール等に関す
る具体的な検討はできていない状況。）



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

④ その他

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

20

行政不服審査裁
決･答申検索デー
タベースの改善
について
（行政不服審査
法）

総務省

行政不服審査裁決・答申検索データ
ベースについては、事例の検索を容易
にするため、地方公共団体等の事務負
担に配慮しつつ、「裁決内容」欄の記
載内容を充実する方向で検討し、令和
元年度中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。
また、同データベースの検索機能の向

上などの運用の改善については、地方
公共団体等の利用実態や支障等を踏ま
え検討し、令和３年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

「行政不服審査裁決・答申データベースへの裁決
内容の入力等について（協力依頼）」（令和２年３
月26日付け事務連絡）により、地方公共団体へ行政
不服審査裁決・答申データベースへの裁決内容及び
答申内容の入力に係る考え方を周知した。

データベースの運用改善については、行政不服審
査法附則第６条に基づき、同法施行後５年を経過し
た場合の検討のための運用実態の把握に併せて、地
方公共団体における運用実態、支障等の調査や有識
者の意見聴取を実施し、それらを踏まえて検討を行
い、令和３年度中に結論を得る。



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

④ その他

No. 事項 関係府省 元年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和２年３月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

21

各種選挙及び最
高裁判所裁判官
国民審査におけ
る未使用の投票
用紙の保存期間
の見直し
（最高裁判所裁
判官国民審査法
及び公職選挙
法）

総務省

最高裁判所裁判官国民審査及び各種選
挙における未使用の投票用紙の保存期
間（最高裁判所裁判官国民審査法施行
令７条、公職選挙法施行令45条）につ
いては、保存スペースの確保などの支
障を踏まえ、法制的な面等から可能な
方策を検討し、令和元年度中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

昭和51年６月16日の名古屋高裁の判決にあるとお
り、未使用の投票用紙は選挙等が適正に施行された
ことの証拠となるものであることから、使用済みの
投票用紙と未使用の投票用紙は同様の期間の保存が
義務づけられている。提案については関係省庁との
協議を含め検討を行ったが、未使用の投票用紙につ
いてのみ見直しを行うことは国民審査及び選挙にお
ける制度の整合性を損なうこと、また投票に関する
犯罪の時効や類似した投票を伴う他制度とのバラン
ス等、関連制度との関係からも慎重な検討を要する
ことから、実現が困難との判断に至った。



平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況

Ⅲ．平成26年～令和元年の対応方針において、令和２年（度）以降に「結論を
得る」等とされたもの（期限なしを含む）の内、既に結論を得られたもの
※前回会議（令和２年２月1９日）までに結論を報告したものを除く。

○平成30年対応方針

No. 事項 関係府省 30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

22

介護保険における
施設移転に際して
の住所地特例の継
続
（介護保険法）

厚生労働省 次頁のとおり 次頁のとおり

（１）義務付け・枠付けの見直し等

① 医療・福祉



① 医療・福祉

30年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※原則、令和2年3月31日現在。
その後、 特筆すべき動きがあれば記載

（ⅶ）住所地特例（13条）については、住所地特例対
象施設を有する市町村（特別区を含む。以下この事項
において同じ。）と当該住所地特例対象施設に入所す
る前の市町村の関係性について整理し、地方公共団体
に2018年中に周知する。
また、住所地特例対象施設の入所者が、直接、認知

症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループ
ホーム）へ入居する事例において、住所地特例の適用
や区域外指定の活用による対応が困難な場合について、
その実態や市町村の介護給付費に与える影響等を2019
年度中に調査した上で、住所地特例の適用や区域外指
定の活用による対応について地方公共団体の意見を踏
まえて検討し、2021年度からの第８期介護保険事業計
画の策定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

・［措置済み］

・社会保障審議会介護保険部会において議論を行い、「介護保険制
度の見直しに関する意見（令和元年12月27日社会保障審議会介護
保険部会）」において、「住所地特例の対象施設と同一市町村に
ある認知症高齢者グループホームを住所地特例の対象とすること
については、地域密着型サービスは住民のためのサービスである
こと、現行でも市町村間の協議で他の市町村でのサービス利用が
可能であること、また、制度が複雑になることも踏まえ、現時点
においては現行制度を維持することとし、保険者の意見や地域密
着型サービスの趣旨を踏まえて引き続き検討することが適当であ
る」との結論に至った。

・令和元年度の調査研究事業においても、保険者の意見・意向は置
かれる立場等により様々である等の報告がなされたため、現行制
度を維持することとし、提案の趣旨は長期的検討課題とするとの
判断に至った。

平成26年～令和元年対応方針のフォローアップの状況


